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認知症等により管理組合活動への参加やマンション内の生活に困難が生じている区分所有者への対応

取組課題

・一部区分所有者において、認知症等によ
り判断・意思表示が難しくなり、管理組合
活動への参加に困難が生じている。
・また、管理費の滞納やゴミの存置などに
より管理組合活動やマンション内の生活
環境に影響が生じている。

区分所有者の高齢化により課題が生じている管理組合の把握
・自社フロント担当者へのアンケート調査
・理事（長）へのヒアリングや現地確認できるマンションへ弁護士とともに訪問
・弁護士との協議の上で、現実に即した対策を当該マンションに提示
・提示した対策が速やかに実施できる場合には、支援しつつ経過（結果）を確認し、事案ごとに課題・対策・経過（結果）を整理
・管理組合や区分所有者に対し、事前あるいは課題が生じた際の対策に係る提言

補助事業主体：大和ライフネクスト株式会社

認知症等により管理組合活動への参加やマンション内の生活に困難が生じている区分所有者に対する管理組合による対応の流れの整理

・個別の事例への対応実績を踏まえて、認知症等により管理組合活動への参加やマンション内の生活に困難が生じている区分所有者がいる場合の対応の流れについてフロー
チャートに整理

認知症等により管理組合活動への参加やマンション内の生活に困難が生じている区分所有者がいる場合の管理組合・管理会社による対応の流れ
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成年後見人の選任

・本人の財産を管理する
ことが可能
・本人に代わって契約を
交わすことが可能。
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弁護士、司法書士、社会福祉士、
税理士、後見センター等へ依頼
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